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電子証明書の販売等及び設定代行に係る利用規約 【現改比較表】 2026年2月18日現在 

～2026年2月17日 2026年2月18日～ 

 

 

第１章 総則 

（定義） 

第５条 本規約において次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

  

第１章 総則 

（定義） 

第５条 本規約において次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 
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第１表 料金  

１ 適用 

 

第１表 料金  

１ 適用 

 

２ 利用料金の額 

 

２ 利用料金の額 
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 附 則（令和８年２月13日 ＣＡＳ２サ000400016827-01） 

（実施期日） 

この改正規定は、令和８年２月18日から実施します。 

 




